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学会登録情報に関するお願い 

 

 

◇連絡がつきやすいアドレスをご登録ください。 

◇役員選挙を電子投票で実施しています。 
手続きにはメールアドレスの登録が必要です。 

◇メルマガを発行しています。（２ヶ月に１回程度） 
メールアドレスを登録しているのにメルマガが届いていない方は、迷惑メール扱い

になっていないかご確認ください。学会からのメールがブロックされている可能性

もあります。その場合は他のアドレスをご登録いただけますようお願いいたします。 

 

 

学会ホームページにログインするパスワードが分からなくなった時に、

仮パスワードをメールで受信できる機能「パスワードリマインダー」が

あります。自宅電話番号のご登録がない場合はこの機能を利用できませ

んので、4 ページの「登録内容変更届」にて事務局に届け出てください。 
 

 

◇登録内容の確認と変更方法（２,３ページ参照） 

学会ホームページで会員ログインし、［プロフィール変更］の画面を開くと、現

在の登録内容が表示されます。この画面で内容を直接変更することが可能です。 

会員ログインできない方は、4 ページの「登録内容変更届」を利用して、事務局

に変更内容をお知らせください。（電話での変更は受け付けておりません。） 

（学会誌を送付する際の宛名の用紙の裏面が「登録内容変更届」になっています。） 

◇退会なさる場合は、必ず文書でご連絡ください。 
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日本産業衛生学会ホームページ：https://www.sanei.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワードリマインダー（照会）が現れます。 

学会ホームページでの会員ログインと登録内容変更方法 

 

自宅電話番号の登録がな

い方は、リマインダーを

利用できません。4 ペー

ジの「登録内容変更届」

でご登録ください。 

必要な情報を入力し、 

[パスワード照会]のボタンを押すと、 

仮ログイン用のパスワードがメールで送られます。 

※しばらく経ってもメールが届かない場合は、学会からの

メールがブロックされている可能性があります。 

その際は利用中の複数のアドレスをお試しください。 

ここでログイン！！ 

会員番号は半角数字で８桁です。（例：00123456） 

学会からの送付物の印字などで確認してください。 

 

パスワードが分からない方は....こちらをクリック！ 

   
 

こちらで事
務局に連絡
することも
可能です。 

会員ログイン後に 

できること 



- 3 - 

 

ログイン後の画面 

      
 

         

 

お名前が 

表示されます。 

事務局からのメッセージや、 

会員様へのお知らせが表示されます。 

 

会費納入履歴も 

確認できます。 

こ
の
画
面
に
な
り
ま
す
。 

現在の登録内容が表示されます。 

 

変更する場合は、枠内に入力し、 

[プロフィールを変更する ]の  

ボタンを押すと、登録アドレスに

内容が送信されて変更完了です。 

88/88/88 88:88 44/44/44 44:44 

88888888 

44444444 88/88/88 88:88 44/44/44 44:44 

ここで登録内容の確認、変更ができます。 

 

44/44/44 44:44 

44/44/44 44:44 
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公益社団法人 日本産業衛生学会 宛 

FAX→０３－５３６２－３７４６ 

郵 送→〒160-0022          

東京都新宿区新宿１－２９－８ 
 公衛ビル内 

学会登録について下記の変更を届けます。 

会員番号：                             年  月  日 

ふりがな 

氏 名： 
 

（旧姓：            ） 

現登録勤務先（または自宅）： 

 
変更項目に○ 

  ↓ 

 

勤

務

先

の

変

更 

 住 所：〒 

 

 

 名 称： 

 

 

 ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

 
自
宅
の
変
更 

 住 所：〒 

 

 

 ＴＥＬ： ＦＡＸ： 

 

そ

の

他 

 E-mail アドレス： 

 送 本 先：      勤務先      自宅 

 その他・備考 ： 

※ 上記項目（｢その他・備考｣を除く）は、学会ホームページで直接変更が可能です。
（ トップページで［会員ログイン］→［プロフィール変更］ ） 

 

 

 

                年   月   日をもって退会いたします。 

※ 学会の事業年度は､３月～翌年２月末です。 

 

登録内容変更届 

退会届 


